
建築基準法第５３条の２第３項等に関する取り扱い基準 

 

第１ 趣旨 

 この基準は、建築基準法(以下「法」という。昭和２５年法律第２０１号)第５３条の２

第１項に基づき都市計画において建築物の敷地面積の最低限度(以下「最低敷地面積」と

いう。)が定められたときにおける同条第３項、法第６８条の２第１項及び第３項に基づ

き定められた町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「建築条

例」という。)第６条第２項の取り扱い基準を定めるものとする。 

 

 

第２ 基準 

１ 法第５３条の２第３項の最低敷地面積に満たない敷地について下記のとおり取り

扱う。 

（１）基準日前の敷地面積及び形状の変更をしていない場合、最低敷地面積を適用し 

ないものとする。 

    なお、基準日の前後で建築物の有無は問わない。 

（２）隣接する２以上の既存不適格敷地を合算する場合、その敷地は最低敷地面積を 

適用しないものとする。 

（３）隣接する最低敷地面積に適合している敷地（以下「適合敷地」という。）の最 

低敷地面積を超える部分を分割し、既存不適格敷地に合算する場合、その敷地 

は最低敷地面積を適用しないものとする。 

（４）公共公益施設等の整備によって最低敷地面積を下回った場合、その敷地は最低 

敷地面積を適用しないものとする。 

（５）法第４２条第２項道路に接する敷地について、道路後退部分を除く敷地の面積 

及び形状の変更をしていない場合、最低敷地面積を適用しないものとする。 

なお、法第４２条第２項道路の道路後退部分は後退の有無に関わらず、建築 

物の敷地として扱わない。 

 

※既存不適格敷地とは・・・最低敷地面積が定められた基準日（第一種低層住居専用地 

域及び第二種低層住居専用地域については２００４年６月２４日）以前から、建築物 

の敷地として利用又は土地の権利を有していた最低敷地面積に満たない敷地のこと 

をいう。 

 

 

  



２ 建築条例第６条第２項の最低敷地面積に満たない敷地について下記のとおり取り

扱う。 

（１）上記１と同様の取り扱いとする。 

（２）上記１でいう既存不適格敷地は、建築条例の適用日以前に最低敷地面積に満た 

ない敷地と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 この基準は、２０１７年２月１日から施行する。 

 この基準は、２０２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

建築確認申請時の注意点 

 町田市に建築確認を申請する際には、最低敷地面積に関する既存不適格調書及び土地

登記簿謄本等の既存不適格敷地を証明する書類が必要となります。 

 また、建築確認申請後、敷地を分筆・合筆した場合、土地登記簿謄本では既存不適格敷

地であることが確認できない場合があります。そのため、分筆・合筆以降の建築確認申請

時に前願の建築確認申請書等の証明が必要となります。 

 

※適合敷地を分割して、最低敷地面積に適合しない敷地の許可を行う場合は、「町田市に

おける建築基準法第５３条の２第１項第３号に関する許可基準」を確認して下さい。 

 

 

 

 

  



【参考図】 

 

基準１-（１）基準日前の敷地面積及び形状の変更をしていない場合。 

 

  

 

 

最低敷地面積を適用しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準日前に分筆されている敷地につい

て、面積及び形状の変更をしていない場

合、最低敷地面積を適用しないものとす

る。 

 

 

 

 

※基準日前に建築物を撤去していなくても可とする。 

※敷地Ａ、Ｂの所有者は同一でなくとも可とする。 

 

 

計画敷地：Ａ－①＋② 

既存不適格敷地の敷地面積又は形状の変

更をする場合、最低敷地面積の適用を受

ける。  
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基準１-（２）隣接する２以上の既存不適格敷地を合算する場合。 

 

 

 

最低敷地面積を適用しないものとする。 

 

 

 

 

基準１-（３）隣接する適合敷地の最低敷地面積を超える部分を分割し、既存不適格敷

地に合算する場合。 

 

 

 

計画敷地Ｂ＋①は最低敷地面積を適用し

ないものとする。 

 

 

※既存不適格敷地の建て替え時の分割のみ可とする。 

※適合敷地から既存不適格敷地への分割及び合算のみ可とする。 

 

 

基準１-（４）公共公益施設等の整備によって最低敷地面積を下回った場合。 

 

 

 

最低敷地面積を適用しないものとする。 

 

 

 

※斜線部は公共公益施設等の整備による減少部分。 

※公共公益施設等の整備は、道路法、都市計画法、河川、水路、都市公園、 

地区計画内の地区施設によるものが該当する。 
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基準１-（５）法第４２条第２項道路に接する敷地について、道路後退部分を除く敷地 

の面積及び形状の変更をしていない場合。 

 

 

 

最低敷地面積を適用しないものとする。 

 

 

 

※マーカーは道路後退がされていない部分。 

※斜線は法第４２条第２項道路の道路後退部分。 

 

 

 

法第４２条第２項道路に接する敷地を分

割する（形状の変更をする）場合、その

敷地は最低敷地面積を適用するものとす

る。 

 

※マーカーは道路後退がされていない部分。 

※斜線は法第４２条第２項道路の道路後退部分。 

※法第４２条第２項道路の道路後退部分は後退の有無に関わらず、建築物の敷地として

扱わない。建築基準法第５３条の２第１項第３号の許可によらずに敷地を分割する場

合、道路後退部分を除いて２４０ｍ²以上必要。 
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